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 春一番拡大について 
１月より春一番拡大に取り組んでいます。拡大目標は

本部の提起を踏まえて下記の通りとなります。脱退防止
と分会活動家の発掘・育成を強化する取り組みにしてい
きます。１月から３月にかけては分会新年会や確定申
告、労働保険の更新など組合の業務利用をする機会が
多くなります。組合業務の案内と合わせて声掛けをよろ
しくお願いします。 
【春一番拡大（１～３月】 
【目標】組織人員の２．５％ １１２名 

無料法律相談  
[と き]１月２８日（水） 

２月１８日(水)、２月２５日(水) 

※１４時～、１４時３０分～、 

１５時～、１５時３０分～ 

［会 場］世田谷支部会館 

※ 要予約となります。 

青 年 部 
マクドナルドハウス物品寄付のお願い 

青年部ではマクドナルドハウスへ

の物品寄付活動を進めています。納

入時や支部にお立ち寄りの際に、お

持ちくださいますようお願いします。

詳細は支部青年部担当書記までお

問い合わせください。 

確 定 申 告 相談 会  
確定申告相談を下記の日程で行います。電話での完全予

約制となります。全日程で税理士の相談が可能ですが、枠に

限りがあるのでご希望の方はお早めにご予約ください。なお、

消費税の一般課税（本則課税）、譲渡所得、相続税などにつ

いては相談会ではなく提携の税理士事務所を紹介させてい

ただきます。 

［と き］ 

昼の日程 

１０：００～ １１：００～ １３：００～ １４：００～ １５：００～ 

２月２４日（火）・２月２５日（水） 

３月 ２日（月）・３月 ３日（火）・ ３月１１日（水） 

夜の日程 

１８：００～ １９：００～ ２０：００～ 

２月２７日（金）・３月 ３日（火）・３月１１日（水）・ 

［ところ］ 支部会館４階会議室 

［相談費用］  

・給与のみ 1,000円 ・事業所得（青）8,000円  

・事業所得（白）5,000円・消費税簡易 2,000円 

※事業所得で所得計算（帳簿）をしっかり記載されている方は

1,000円割引き 

※相談日以外は 3,000円割り増しとなります 

・６５歳以上で税額０円の方は無料、７５歳以上の方は無料 

［配布］ チラシ：群１部 ※昨年の相談者には郵送します 

健診について 

今年度最後の開催となりますので、未受診の仲間に受診するように呼びかけをお願いしま

す。令和７年４月１日以降に健康診断・人間ドックを既に受診されている方は、実費での受診とな

ってしまいますので、受診券（保険証についている）があるか、確認をしてご予約下さい。 

[日程・会場] ３月８日（日） ８：３０～１１：３０受付 世田谷支部会館 

[配 布] 申込書：組織人員数 

[申込締切] ２月１３日（金） ※ホームページトピックスよりダウンロードも出来ます。 

 また、今年度４０歳以上で１桁目が「０」か「５」のつく年齢になる方は節目健診（人間ドック・脳ド

ック）を最大５万円お値引きした額でご利用いただけます。土建の健診も充実していますが、５年

に一度更に詳しい検査をご希望の方は各健診契約機関でご予約後受診してください。受診期限

は３月３１日までとなります。 

労務費に関する基準ポータルサイト 
担い手３法の改正により昨年の１２月に中央建設業審議会から適正な労務費の基準が勧告

されました。適正賃金が支払われるようにするため、公共工事・民間工事を問わず、発注者から

技能者を雇用する建設業者までの全ての取引段階における建設工事の請負契約において適

正な労務費の確保が示されました。勧告された基準を著しく下回る見積り・契約の禁止、建設Ｇ

メン等を中心とした調査・指導・監督、発注者に対しても勧告が行われ、サプライチェーン全体で

技能者の適正な労務費確保・賃金支払いのために、請負契約における新たな取引ルールが策

定されたことになります。国土交通省では標準労務費に関するポータルサイトを開設し、標準労

務費に関する周知を行っています。新しい取引ルールに関わる内容となりますので、下記のQR

コードから各サイトをご参照ください。 

労務費の基準ポータルサイト       東京土建本部作成動画              

                 

 

青年部日帰りスキー・スノボツアー 
東京土建世田谷支部青年部の人気企画である冬のイ

ベント、スキー・スノボツアーを下記日程で開催します。

［と き］ ２月１日(日)午前９時 

成城学園前駅北口集合   

［ところ］ カムイみさかスキー場   
※山梨県笛吹市御坂町上黒駒 5321-1  

[参加費] 部員とその家族： ２，０００円  
 新入部員： 無料  

［申し込み］ 申込書を支部へ FAX、または TEL  
［締め切り］ １月２６日（月） 

 
 

世田谷支部青年部公式 

LINEを友達追加いただき、こ

ちらから参加申し込みもでき

ます。 

◇ １月   

２０火・支部旗開き 

２２木・税金学習会 

２３金・共済審査 

２６月・厚生文化部会 

２７火・教育宣伝部会 

・社保税金対策部会 

２８水・法律相談 

   ・春闘決起集会 

・こぶしの会定例会 

・後継者対策部会 

２９木・組織部会 

・仕事技術対策部会 

３０金・防災部会 

   ・賃金労働対策部会 

・９条の会 

◇ ２月   

１日・こぶしの会輪投げ大会 

・青年部スキー・スノボ 

２月・大会準備委員会 

 ３火・常任 

 ４水・女性の会定例会 

 ５木・執行委員会 

１０火・分会配布 

群会議報告書はコチラから 

 

世田谷区学校施設包括管理業務委託について 

世田谷区では令和８年４月より学校施設の改築や周期的な改修、定期的な維持管理・保守点検及び修繕業務

の一部（５００万円未満）の発注業務を民間企業に委託する学校施設包括管理業務委託を導入することとなり受

託業者が（株）JM（代表事業者）・（株）世田谷サービス公社・前田建設工業（株）の事業共同体に決定しました。正

規の事業者向け説明会は既に終了しておりますが、株式会社 JMの方で「個別面談は受け付けている」とのことで

す。資料が必要な方は支部までお問い合わせください。 

事業案内と（株）JMの紹介動画動画視聴用 QR コード⇒  

                  

 


